
【表紙】  

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2026年５月８日

【発行者名】 ブラックロック・ジャパン株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　橋本　幸子

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番３号

【事務連絡者氏名】 坂井　瑛美

【電話番号】 03-6703-4100

【届出の対象とした募集（売出）内国

投資信託受益証券に係るファンドの

名称】

iシェアーズ　NASDAQ トップ 30 ETF

（愛称：Qトップ / トップ・オブ・ナスダック）

 
【届出の対象とした募集（売出）内国

投資信託受益証券の金額】

当初申込期間：1,000億円を上限とします。

継続申込期間：10兆円を上限とします。

 
【縦覧に供する場所】 名　称　株式会社東京証券取引所

（所在地　東京都中央区日本橋兜町２番１号）

 
 

(注)　本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、したがって合計

として表示された数字は係る数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2025年６月25日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原有価証券届出書」といいます。）について、有価証券報

告書を提出したことに伴い記載事項を更新するとともに、記載事項の一部に訂正事項がありますのでこれを訂正するた

め本訂正届出書を提出するものです。

 

２【訂正の内容】
＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載している内容は原有価証券届

出書の更新後の内容を示します。

なお、「第二部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ５ 運用状況」、「第二部 ファンド情報 第３ファンドの経理状

況」および「第三部 委託会社等の情報 第１ 委託会社等の概況 ３ 委託会社等の経理状況」については、更新後の内容

を記載します。
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第一部【証券情報】

（９）【払込期日】

＜訂正前＞

②　継続申込期間（2025年７月28日から2026年11月９日まで）

受益権の投資者は、指定参加者が定める日までに購入代金を指定参加者に支払うものとします。

振替受益権に係る各購入受付日の発行価額の総額は、指定参加者によって追加信託が行われる日に委託会社の指

定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。ただし、指定参加者が取得申込の受

付によって生じる金銭の支払い債務について株式会社日本クリアリング機構（「清算機関」といいます。）に債務

の負担を申込み、これを清算機関が負担する場合は、清算機関を通じて受託会社の指定するファンド口座に払い込

まれます。

 
＜訂正後＞

②　継続申込期間（2025年７月28日から2026年11月９日まで）

受益権の投資者は、指定参加者が定める日までに購入代金を指定参加者に支払うものとします。

振替受益権に係る各購入受付日の発行価額の総額は、指定参加者によって追加信託が行われる日に委託会社の指

定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。ただし、指定参加者が取得申込の受

付によって生じる金銭の支払い債務について株式会社日本証券クリアリング機構（「清算機関」といいます。）に

債務の負担を申込み、これを清算機関が負担する場合は、清算機関を通じて受託会社の指定するファンド口座に払

い込まれます。
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第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

②　ファンドの特色

＜更新後＞
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◆ 商品分類 ◆

＜訂正前＞

一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく当ファンドの商品分類は以下のとおりです。

なお、当ファンドに該当する商品分類および属性区分につき、表中に網掛け表示しております。

（中略）

※　商品分類、属性区分の全体的な定義等は、一般社団法人投資信託協会のホームページ（www.toushin.or.jp/）を

ご参照ください。

 
＜訂正後＞

一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく当ファンドの商品分類は以下のとおりで

す。

なお、当ファンドに該当する商品分類および属性区分につき、表中に網掛け表示しております。

（中略）

※　商品分類、属性区分の全体的な定義等は、一般社団法人資産運用業協会のホームページ（www.imaj.or.jp/）をご

参照ください。

 

(2)【ファンドの沿革】

＜訂正前＞

2025年７月28日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始（予定）

2025年７月30日 東京証券取引所へ上場（予定）
 

 
＜訂正後＞

2025年７月28日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

2025年７月30日 東京証券取引所へ上場
 

 

(3)【ファンドの仕組み】

②　委託会社の概況

＜訂正前＞

2025年３月末現在の委託会社の概況は、以下のとおりです。

（以下略）

＜訂正後＞

2026年１月末現在の委託会社の概況は、以下のとおりです。

（以下略）
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２【投資方針】

(3)【運用体制】

ブラックロック・グループ

＜訂正前＞

ブラックロック・グループは、運用資産残高約11.6兆米ドル
＊
（約1,732兆円）を持つ世界最大級の独立系資産運

用グループであり、当社はその日本法人です。

当グループは、世界各国の機関投資家および個人投資家のため、株式、債券、キャッシュ・マネジメントおよび

オルタナティブ商品といった様々な資産クラスの運用を行っております。また、機関投資家向けに、リスク管理、

投資システム・アウトソーシングおよびファイナンシャル・アドバイザリー・サービスの提供を行っております。

＊　2025年３月末現在。（円換算レートは１米ドル＝149.54円を使用）

 
＜訂正後＞

ブラックロック・グループは、運用資産残高約14.0兆米ドル
＊
（約2,200兆円）を持つ世界最大級の独立系資産運

用グループであり、当社はその日本法人です。

当グループは、世界各国の機関投資家および個人投資家のため、株式、債券、キャッシュ・マネジメントおよび

オルタナティブ商品といった様々な資産クラスの運用を行っております。また、機関投資家向けに、リスク管理、

投資システム・アウトソーシングおよびファイナンシャル・アドバイザリー・サービスの提供を行っております。

＊　2026年１月末現在。（円換算レートは１米ドル＝156.745円を使用）

 
(5)【投資制限】

①　当ファンドの約款で定める投資制限

＜訂正前＞

（前略）

ｆ．スワップ取引の運用指図および範囲

(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変

動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条

件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。

(b) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が原則として信託期間を超えないものとします。

ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

(c) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法令お

よび一般社団法人投資信託協会規則にしたがって評価するものとします。

(d) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、担保の提供あ

るいは受入の指図を行うものとします。

 （中略）

ｈ．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の運用指図および範囲

(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変

動リスクを回避するため、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことの指図をするこ

とができます。

(b) 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則と

して信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ

てはこの限りではありません。

(c) 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等

をもとに算出した価額または価格情報会社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に

したがって評価するものとします。

(d) 委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受

入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
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（中略）

ｏ. デリバティブ取引等に係る投資制限

(a) 一般社団法人投資信託協会規則に定めるデリバティブ取引等については、同規則に定める合理的な方法に

より算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。

(b) 以下に定める目的により投資する場合を除き、デリバティブ取引（法人税法第61条の５で定めるものをい

います。）を行いません。

・　当投資信託が投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的

・　当投資信託の資産または負債に係る価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的

・　当投資信託の資産または負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的

 
ｐ. 信用リスク集中回避のための投資制限

一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー

およびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として合計で35％以内

とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、同規則を踏まえて当該比率以内となるよう調整

を行うものとします。

（後略）

 
＜訂正後＞

（前略）

ｆ．スワップ取引の運用指図および範囲

(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変

動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条

件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。

(b) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が原則として信託期間を超えないものとします。

ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

(c) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法令お

よび一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって評価するものとします。

(d) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、担保の提供あ

るいは受入の指図を行うものとします。

 （中略）

ｈ．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の運用指図および範囲

(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変

動リスクを回避するため、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことの指図をするこ

とができます。

(b) 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則と

して信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ

てはこの限りではありません。

(c) 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等

をもとに算出した価額または価格情報会社が提供する価額等、法令および一般社団法人資産運用業協会規則

にしたがって評価するものとします。

(d) 委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受

入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
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（中略）

ｏ. デリバティブ取引等に係る投資制限

(a) 一般社団法人資産運用業協会規則に定めるデリバティブ取引等については、同規則に定める合理的な方法

により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。

(b) 以下に定める目的により投資する場合を除き、デリバティブ取引（法人税法第61条の５で定めるものをい

います。）を行いません。

・　当投資信託が投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的

・　当投資信託の資産または負債に係る価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的

・　当投資信託の資産または負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的

 
ｐ. 信用リスク集中回避のための投資制限

一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー

ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として合計で

35％以内とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、同規則を踏まえて当該比率以内となる

よう調整を行うものとします。

（以下略）
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３【投資リスク】

（参考情報）

＜更新後＞
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４【手数料等及び税金】

(5)【課税上の取扱い】

＜訂正前＞

（前略）

※　上記は2025年３月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合がありま

す。税制優遇を含めた税金の各種取扱いは、個々の投資者の状況によって異なり、上記の内容はその完全性・

網羅性を保証するものではありません。当ファンドの投資者に適用される税務の詳細については、税務専門家

等にご確認されることをお勧めします。

 
（参考情報）ファンドの総経費率

・ファンドの運用は2025年７月28日より開始する予定であり、有価証券届出書提出日現在、該当事項はありませ

ん。

 
＜訂正後＞

（前略）

※　上記は2026年１月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合がありま

す。税制優遇を含めた税金の各種取扱いは、個々の投資者の状況によって異なり、上記の内容はその完全性・

網羅性を保証するものではありません。当ファンドの投資者に適用される税務の詳細については、税務専門家

等にご確認されることをお勧めします。

 
（参考情報）ファンドの総経費率

・直近の計算期間（2025年７月28日から2026年２月９日）における当ファンドの総経費率（年率換算）は以下の通

りです。

総経費率（①+②+③） ①当ファンドの運用管理費

用の比率

②当ファンドのその他費用

の比率

③投資先ファンドの運用

管理費用の比率

0.47％ 0.22％ 0.05％ 0.20％
 

※当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を当作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（１口

当たり）を乗じた数で除しています。

※各費用は、原則として、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

※各比率は、年率換算した値です。

※投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券です。

※投資ファンドには運用管理費用以外の費用がある場合がありますが、上記には含まれておりません。

※有価証券の貸付を行う場合、信託財産の収益となる品貸料の一部（最大２分の１相当額）が運用の委託先等へ報

酬として支払われます。この報酬（ファンドにとっての費用）は、ファンドの収益に応じて発生するため、総経

費率やその他費用の計算には含めておりません。

※上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比

率と異なります。
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５【運用状況】

以下の運用状況は2026年１月末現在のものです。

「iシェアーズ　NASDAQ トップ 30 ETF」

（１）【投資状況】

　資産の種類 金額（円） 投資比率（％）

投資信託受益証券 2,765,830,481 99.93

 内　アメリカ 2,765,830,481 99.93

コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 1,920,044 0.07

純資産総額 2,767,750,525 100.00
 

 
（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

 銘柄 国／地域 種類
数量
（口）

簿価単価
(円)

簿価金額
(円)

評価単価
(円)

評価金額
(円)

投資
比率
(％)

１
iShares Nasdaq Top

30 Stocks ETF
アメリカ

投資信託受

益証券
547,602 4,571.95 2,503,610,084 5,050.80 2,765,830,481 99.93

 

（注）投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。

 
種類別投資比率

 種類 投資比率（％）

投資信託受益証券 99.93
 

（注）投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。

 
②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

 
③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。
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（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

2026年１月末現在、同日前１年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末または各月末
純資産総額 １口当たりの純資産額 市場価格

（円）分配落（円） 分配付（円） 分配落（円） 分配付（円）

第１期計算期間
(2026年２月９日)

2,735,421,108 2,736,611,108 229.867 229.967 229.9

2025年７月末現在 506,201,095 － 202.480 － 207.1

2025年８月末現在 2,430,311,735 － 204.228 － 204.4

2025年９月末現在 2,460,114,843 － 213.923 － 213.0

2025年10月末現在 2,330,967,672 － 233.097 － 237.0

2025年11月末現在 2,634,993,916 － 231.140 － 234.0

2025年12月末現在 2,866,634,550 － 234.970 － 234.5

2026年１月末現在 2,767,750,525 － 234.555 － 233.5
 

（注）市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日

の終値を記載しています。

 
②【分配の推移】

 １口当たりの分配金（円）

第１期計算期間 0.1
 

 
③【収益率の推移】

 
１口当たり純資産額の収益率の推移 市場価格の収益率の推移

収益率（％） 収益率（％）

第１期計算期間 15.0 15.0
 

（注１）各計算期間の１口当たり純資産額の収益率は、計算期間末の１口当たりの純資産額（分配付の額）から、当該

計算期間の直前の計算期間末の１口当たりの純資産額（分配落の額。以下「前期末１口当たり純資産額」とい

います。）を控除した額を前期末１口当たり純資産額で除して得た数に100を乗じた数を記載しております。な

お、第１期計算期間については、2026年２月９日の１口当たり純資産額（分配付の額）から設定時（設定日：

2025年７月28日）の１口当たり純資産額を控除した額を、設定時の１口当たり純資産額で除して得た数に100を

乗じた数を記載しております。

（注２）各計算期間の市場価格の収益率は、計算期間末の市場価格から、当該計算期間の直前の計算期間末の市場価格

（以下「前期末市場価格」といいます。）を控除した額を、前期末市場価格で除して得た数に100を乗じた数を

記載しております。なお、第１期計算期間については、2026年２月９日の市場価格から設定時（設定日：2025

年７月28日）の市場価格を控除した額を、設定時の市場価格で除して得た数に100を乗じた数を記載しておりま

す。

 

（４）【設定及び解約の実績】

期　　　間 設定口数（口） 解約口数（口）

第１期計算期間 14,700,000 2,800,000
 

（注）設定口数には当初設定口数を含みます。
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（参考情報）
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第２【管理及び運営】

３【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

＜訂正前＞

基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令およ

び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額

（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産

（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則として、わが国における

計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における

計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

（以下略）

 
＜訂正後＞

基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令およ

び一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金

額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産

（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則として、わが国における

計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における

計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

（以下略）
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第３【ファンドの経理状況】

（１）　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59

号）及び同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に

基づき作成しております。

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

 
（２）　当ファンドは2025年７月28日に新規設定されたため、第１期計算期間を2025年７月28日から2026年２月９日ま

でとしております。

 
（３）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１期計算期間（2025年７月28日から2026

年２月９日まで）の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人による監査を受けております。
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１【財務諸表】

【iシェアーズ　NASDAQ トップ 30 ETF】

（１）【貸借対照表】

          (単位：円)

          
第１期

(2026年２月９日現在)

資産の部  

 流動資産  

  預金 25,659,780

  金銭信託 5,905,606

  投資信託受益証券 2,730,016,785

  未収入金 990,166

 流動資産合計 2,762,572,337

資産合計 2,762,572,337

負債の部  

 流動負債  

  派生商品評価勘定 3

  未払金 22,502,836

  未払収益分配金 1,190,000

  未払受託者報酬 289,726

  未払委託者報酬 2,607,824

  その他未払費用 560,840

 流動負債合計 27,151,229

負債合計 27,151,229

純資産の部  

元本等  

 元本 2,380,000,000

 剰余金  

  期末剰余金又は期末欠損金（△） 355,421,108

  （分配準備積立金） 666

 元本等合計 2,735,421,108

純資産合計 2,735,421,108

負債純資産合計 2,762,572,337
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（２）【損益及び剰余金計算書】

          (単位：円)

          第１期
(自　2025年７月28日
　至　2026年２月９日)

営業収益  

 受取配当金 4,655,005

 受取利息 32,717

 有価証券売買等損益 194,969,478

 為替差損益 122,991,938

 営業収益合計 322,649,138

営業費用  

 受託者報酬 289,726

 委託者報酬 2,607,824

 その他費用 599,506

 営業費用合計 3,497,056

営業利益又は営業損失（△） 319,152,082

経常利益又は経常損失（△） 319,152,082

当期純利益又は当期純損失（△） 319,152,082

期首剰余金又は期首欠損金（△） －

剰余金増加額又は欠損金減少額 93,475,995

 
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額

93,475,995

剰余金減少額又は欠損金増加額 56,016,969

 
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額

56,016,969

分配金 1,190,000

期末剰余金又は期末欠損金（△） 355,421,108
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（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１　有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。

(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券

金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算期間末日において知りうる直近

の最終相場で評価しております。

(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券

当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融機関の提示する価額

（基準価額を含む）又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。

(3) 時価が入手できなかった有価証券

適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が

忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価

と認めた価額で評価しております。

 
２　デリバティブ等の評価基準及び評価方法

為替予約取引

個別法に基づき、原則としてわが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。

 
３　外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準

外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって

計算しております。

 
４　その他財務諸表作成のための基礎となる事項

外貨建資産等の会計処理

外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条の規定に基づき、

通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、

同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

 
（重要な会計上の見積りに関する注記）

当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及

ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
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（貸借対照表に関する注記）

項目
第１期

（2026年２月９日現在）

１　当該計算期間の末日における受益

権総数
11,900,000口

２　１口当たり純資産額 229.867円
 

 
（損益及び剰余金計算書に関する注記）

項目

第１期

（自　2025年７月28日

　　至　2026年２月９日）

分配金の計算過程 Ａ．当期配当等収益額

4,687,722円

Ｂ．分配準備積立金

0円

Ｃ．配当等収益合計額(Ａ＋Ｂ)

4,687,722円

Ｄ．経費

3,497,056円

Ｅ．収益分配可能額(Ｃ-Ｄ)

1,190,666円

Ｆ．収益分配金

1,190,000円

Ｇ．次期繰越金(分配準備積立金)(Ｅ-Ｆ)

666円

Ｈ．口数

11,900,000口

Ｉ．一口当たり分配金(Ｆ／Ｈ×計算口数)

0.1円
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（金融商品に関する注記）

Ⅰ　金融商品の状況に関する事項

１　金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する

「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

 
２　金融商品の内容及び金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務で

あります。当ファンドが保有する有価証券は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び

評価方法」に記載しております。

当ファンドの主な投資リスクとして、「株価変動リスク」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、「デリバ

ティブ取引のリスク」、「有価証券の貸付等におけるリスク」等があります。

当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。為替予約取引は、外貨建資産の時価総額の

為替変動リスクの低減を目的としており、投機を目的とする為替予約は行わない方針であります。為替予約取引に係る

主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変化により損失が発生する信用リス

クであります。

 
３　金融商品に係るリスク管理体制

（１）市場リスクの管理

ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部

署等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コ

ンプライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行いま

す。

（２）信用リスクの管理

ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分

析等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・

チームとの情報・分析結果を共有しております。

（３）取引先リスクの管理

リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチー

ムと共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、

発行体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部

が新規取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA

Counterparty & Concentration Riskチームへ申請を行っております。

 
また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。
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Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項

第１期
（2026年２月９日現在）

１　貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額

はありません。

 
２　時価の算定方法

（１）有価証券

「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。

（２）デリバティブ取引

デリバティブ取引については、「（その他の注記）」の「３　デリバティブ取引関係」に記載しておりま

す。

（３）上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）

これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ

ております。

 
３　金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場

合、当該価額が異なることもあります。

また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は

計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありませ

ん。

 
４　金銭債権の計算期間末日後の償還予定額

金銭債権については全て１年以内に償還予定であります。

 
 

 
Ⅲ　金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則（令和３年９月24日改正内閣府令第61号）第２条第５項に

従い、記載を省略しております。

 
（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。
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（その他の注記）

１　期中元本変動額

項目
第１期

（2026年２月９日現在）

期首元本額 500,000,000円

期中追加設定元本額 2,440,000,000円

期中一部解約元本額 560,000,000円
 

 
２　有価証券関係

第１期（2026年２月９日現在）

売買目的有価証券

種類
当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円）

投資信託受益証券 154,573,213

合計 154,573,213
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３　デリバティブ取引関係

取引の時価等に関する事項

通貨関連

区分 種類

第１期

（2026年２月９日現在）

契約額等（円）
時価

（円）

評価損益

（円） 
うち１年超

（円）

市場取引
以外の取引

為替予約取引     

 売建     

 アメリカドル 1,082,927 － 1,082,930 △3

合計 1,082,927 － 1,082,930 △3
 

（注１）　時価の算定方法

為替予約取引

１　計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①　計算期間末日において為替予約の受渡日（以下「当該日」という）の対顧客先物相場が発表されている場

合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②　計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっておりま

す。

・　計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の

うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・　計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ

れている対顧客先物相場の仲値を用いております。

２　計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲

値で評価しております。

３　上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に

基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

（注２）　上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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（４）【附属明細表】

第１　有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

 
(2) 株式以外の有価証券

種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考

投資信託受益証券 アメリカドル
iShares Nasdaq Top 30
Stocks ETF

551,286.000 17,393,073.300  

 アメリカドル　小計 551,286.000 17,393,073.300  
   (2,730,016,785)  
投資信託受益証券　合計  2,730,016,785  
  (2,730,016,785)  
合計  2,730,016,785  
  (2,730,016,785)  

 

（注１）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

（注２）１　各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

２　合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しておりま

す。

３　外貨建有価証券の内訳

通貨 銘柄数 組入投資信託受益証券時価比率 合計金額に対する比率

アメリカドル 投資信託受益証券 1銘柄 100.0% 100.0%
 

 
第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

 
第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。
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２【ファンドの現況】

【純資産額計算書】（2026年１月末現在）

「iシェアーズ　NASDAQ トップ 30 ETF」

Ⅰ　資産総額 2,771,014,582円

Ⅱ　負債総額 3,264,057円

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,767,750,525円

Ⅳ　発行済数量 11,800,000口

Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 234.555円
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第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

２【事業の内容及び営業の概況】

＜更新後＞

投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める

金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務、第

一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務等を行っています。

委託会社の運用する証券投資信託は2026年1月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

 

種類 本数（本） 純資産総額（百万円）

追加型株式投資信託 199 14,972,543

単位型株式投資信託 37 204,234

合計 236 15,176,777
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３【委託会社等の経理状況】

 

１．財務諸表の作成方法について

委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則」（1963年大蔵省令第59号。）第2条及び「金融商品取引業等に関する内閣府

令」（2007年8月6日内閣府令第52号。）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第39期事業年度（自2025年1月1日　至2025年12月31

日）の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

 

３．財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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(1)【貸借対照表】

(単位：百万円)

  
第38期

(2024年12月31日現在)
第39期

(2025年12月31日現在)

資産の部    

流動資産    

現金・預金  18,849 17,307

立替金  40 40

前払費用  163 197

未収入金 ※２ 0 -

未収委託者報酬  2,623 3,298

未収運用受託報酬  3,431 3,776

未収収益 ※２ 1,933 5,942

為替予約  - 0

その他流動資産  - -

流動資産計  27,042 30,563

固定資産    

有形固定資産    

建物附属設備 ※１ 408 341

器具備品 ※１ 334 260

有形固定資産計  742 601

無形固定資産    

ソフトウエア  7 113

無形固定資産計  7 113

投資その他の資産    

投資有価証券  32 31

長期差入保証金  820 824

前払年金費用  1,241 1,311

長期前払費用  3 18

繰延税金資産  955 1,002

投資その他の資産計  3,054 3,188

固定資産計  3,805 3,904

資産合計  30,847 34,467
 

 

EDINET提出書類

ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

28/60



 

(単位：百万円)

  
第38期

(2024年12月31日現在)
第39期

(2025年12月31日現在)

負債の部    

流動負債    

預り金  85 149

未払金 ※２   

未払収益分配金  5 6

未払償還金  70 70

未払手数料  530 802

その他未払金  62 74

未払費用 ※２ 1,243 1,421

未払消費税等  424 335

未払法人税等  2,223 2,679

為替予約  3 3

前受金  162 114

賞与引当金  2,330 2,637

役員賞与引当金  147 362

早期退職慰労引当金  129 62

流動負債計  7,420 8,721

固定負債    

退職給付引当金  103 107

資産除去債務  964 966

固定負債計  1,068 1,073

負債合計  8,488 9,795

    

純資産の部    

株主資本    

資本金  3,120 3,120

資本剰余金    

資本準備金  3,001 3,001

その他資本剰余金  3,846 3,846

資本剰余金合計  6,847 6,847

利益剰余金    

利益準備金  336 336

その他利益剰余金    

繰越利益剰余金  12,054 14,368

利益剰余金合計  12,391 14,704

株主資本合計  22,359 24,672

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金  △0 0

評価・換算差額等合計  △0 0

純資産合計  22,359 24,672

負債・純資産合計  30,847 34,467
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(2)【損益計算書】

(単位：百万円)

  
第38期

(自　2024年 1月 1日
至　2024年12月31日)

第39期
(自　2025年 1月 1日
至　2025年12月31日)

営業収益    

委託者報酬  8,337 9,652

運用受託報酬 ※１ 10,459 11,226

その他営業収益 ※１ 19,213 23,370

営業収益計  38,009 44,248

営業費用    

支払手数料  1,990 2,531

広告宣伝費  259 299

調査費    

調査費  352 366

委託調査費 ※１ 5,494 6,743

調査費計  5,846 7,109

委託計算費  92 34

営業雑経費    

通信費  119 94

印刷費  81 87

諸会費  39 38

営業雑経費計  240 220

営業費用計  8,430 10,194

一般管理費    

給料    

役員報酬  425 612

給料・手当  5,749 5,897

賞与  2,880 3,190

給料計  9,055 9,701

退職給付費用  430 474

福利厚生費  1,151 1,199

事務委託費 ※１ 6,695 7,187

交際費  52 45

旅費交通費  223 220

租税公課  317 359

不動産賃借料  814 806

水道光熱費  70 63

固定資産減価償却費  298 252

資産除去債務利息費用  1 1

事務過誤取引損  0 0

諸経費  459 673

一般管理費計  19,571 20,985

営業利益  10,007 13,068
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(単位：百万円)

  
第38期

(自　2024年 1月 1日
至　2024年12月31日)

第39期
(自　2025年 1月 1日
至　2025年12月31日)

営業外収益    

受取利息  3 25

有価証券売却益  6 -

為替差益  153 8

その他  1 0

営業外収益計  164 34

営業外費用    

支払手数料  1 1

有価証券売却損  - 0

固定資産除却損  0 0

その他  0 -

営業外費用計  2 1

経常利益  10,169 13,101

特別利益    

特別利益計  - -

特別損失    

特別退職金  128 -

特別損失計  128 -

税引前当期純利益  10,041 13,101

法人税、住民税及び事業税  3,441 4,235

法人税等調整額  △223 △46

当期純利益  6,822 8,913
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(3)【株主資本等変動計算書】

第38期　(自　2024年1月1日　至　2024年12月31日)

(単位：百万円)

 

株主資本 評価・換算差額等

純資産
合計資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

その他有価証
券評価差額金

評価・換算
差額等合計資本

準備金
その他資本
剰余金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

2024年1月1日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 12,632 12,968 22,936 △0 △0 22,936

当期変動額            

剰余金の配当      △7,400 △7,400 △7,400   △7,400

当期純利益      6,822 6,822 6,822   6,822

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

        △0 △0 △0

当期変動額合計 - - - - - △577 △577 △577 △0 △0 △577

2024年12月31日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 12,054 12,391 22,359 △0 △0 22,359
 

 
第39期　(自　2025年1月1日　至　2025年12月31日)

(単位：百万円)

 

株主資本 評価・換算差額等

純資産
合計資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

その他有価証
券評価差額金

評価・換算
差額等合計資本

準備金
その他資本
剰余金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

2025年1月1日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 12,054 12,391 22,359 △0 △0 22,359

当期変動額            

剰余金の配当      △ 6,600 △ 6,600 △ 6,600   △6,600

当期純利益
 

    8,913 8,913 8,913   8,913

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

        0 0 0

当期変動額合計 - - - - - 2,313 2,313 2,313 0 0 2,313

2025年12月31日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 14,368 14,704 24,672 0 0 24,672
 

 

EDINET提出書類

ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

32/60



 

注　記　事　項

 

［重要な会計方針］

1.　　有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動

平均法により算定）を採用しております。

 
2.　　デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

 
3.　　固定資産の減価償却方法

(1) 　有形固定資産

定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は建物附属設備6～18年、器具備品3～15年であります。

 
(2) 　無形固定資産

自社利用のソフトウエアの減価償却方法については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっ

ております。

 

4.　　引当金の計上基準

(1) 　貸倒引当金の計上方法

債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見

込額を計上しております。

 
(2) 　退職給付引当金の計上方法

①　　旧退職金制度

適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧退職金制度に基づく給付額を保証してい

るため、期末現在の当該給付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上しております。

 
②　　確定拠出年金制度

確定拠出年金制度（DC）については拠出額を費用計上しております。

 
③　　確定給付年金制度

キャッシュ・バランス型の年金制度（CB）の退職年金制度を有しております。CBには、一定の利回り保証

を付しており、これの将来の支払に備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法により引当

金を計上しております。
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退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、給付算定

式基準によっております。

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間（12年）による定額法により費用処理しており

ます。

数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間（8年～12年）による定額法に

より按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用から控除することとしております。

 
(3) 　賞与引当金の計上方法

従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。

 
(4) 　役員賞与引当金の計上方法

役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。

 
(5) 　早期退職慰労引当金の計上方法

早期退職慰労金の支払に備えて、早期退職慰労金支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。

 
5.　　外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

 
6.　　収益及び費用の計上基準

当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬、その他営業収益を稼得しております。委託者報酬、

運用受託報酬には成功報酬が含まれる場合があります。当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業に

おける主要な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとお

りであります。

委託者報酬：当社は投資信託の信託約款に基づき、投資信託の運用について履行義務を負っております。委託者

報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価額に対する一定割合として計算され、投資信託の運用期間に

わたり収益認識しております。

運用受託報酬：当社は顧客との投資一任契約及び投資助言契約に基づき運用及び助言について履行義務を負って

おります。運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約等に基づき純資産価額に対する一定割合として計算され、

対象口座の運用期間にわたり収益認識しております。

その他営業収益：当社はグループ会社との契約に基づき委託された業務について履行義務を負っております。グ

ループ会社から受領する収益は、当社のグループ会社との契約で定められた算式に基づき、当社がグループ会社に

オフショアファンド関連のサービス等を提供する期間にわたり月次で収益認識しております。

成功報酬：成功報酬は対象となるファンドまたは口座の運用益に対する一定割合、もしくは特定のベンチマーク

またはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として計算されます。当該報酬は契約上

支払われることが確定した時点で収益認識しております。
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7.　　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

グループ通算制度

当社は、親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社を通算親会社とするグループ通算

制度を適用しております。

 
 
（未適用の会計基準等）

（リースに関する会計基準等）

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号　2024年9月13日）

・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号　2024年9月13日）等

 
(1) 概要

企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリー

スについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行わ

れ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入

れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務

諸表に用いても、基本的に修正が不要になることを目指したリース会計基準が公表されました。

借手の会計処理として、すべてのリースを使用権の取得として捉えて使用権資産を貸借対照表に計上するとともに、

借手のリース費用配分の方法については、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるか

にかかわらず、使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上するIFRS第16号と同様の単一の会

計処理モデルが適用されます。

 
(2) 適用予定日

2028年12月期の期首より適用予定であります。

 
(3) 当該会計基準等の適用による影響

「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
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（貸借対照表関係）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

 前事業年度 当事業年度

 (2024年12月31日) (2025年12月31日)

建物附属設備 2,852　百万円 2,926　百万円

器具備品 1,455　百万円 1,449　百万円
 

 
※２　関係会社に対する資産及び負債

各科目に含まれているものは次のとおりであります。

 前事業年度 当事業年度

 (2024年12月31日) (2025年12月31日)

未収収益 189　百万円 247　百万円

その他未払金 54　百万円 53　百万円

未払費用 27　百万円 60　百万円
 

 
※３　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約及びグループ会社と貸出コミットメン

ト契約を締結しております。これら契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

 前事業年度 当事業年度

 (2024年12月31日) (2025年12月31日)

当座貸越極度額及び貸出コミットメ

ントの総額

　3,500　百万円

 
　3,500　百万円

 
借入実行残高 － －

差引額 　3,500　百万円 　3,500　百万円
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（損益計算書関係）

※１　関係会社との営業収益及び営業費用

各科目に含まれているものは次のとおりであります。

 前事業年度 当事業年度

 (自　2024年 1月 1日 (自　2025年 1月 1日

 至　2024年12月31日） 至　2025年12月31日）

運用受託報酬 　284　百万円 　265　百万円

その他営業収益 6,381　百万円 6,500　百万円

委託調査費 1,222　百万円 1,441　百万円

事務委託費 2,430　百万円 2,543　百万円
 

 
 
（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度　(自　2024年1月1日　至　2024年12月31日)

1.　　発行済株式に関する事項

 前事業年度期首 増加 減少 前事業年度末

普通株式（株） 15,000 － － 15,000
 

 
2.　　自己株式に関する事項

該当事項はありません。

 
3.　　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

 
4.　　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

1株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

2024年3月28日
株主総会決議

普通株式 7,400 493,333 2023年12月31日 2024年3月28日

 

 
当事業年度　(自　2025年1月1日　至　2025年12月31日)

1.　　発行済株式に関する事項

 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 15,000 － － 15,000
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2.　　自己株式に関する事項

該当事項はありません。

 
3.　　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

 
4.　　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

1株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

2025年3月26日
株主総会決議

普通株式 6,600 440,000 2024年12月31日 2025年3月26日

 

 
 
（リース取引関係）

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに掛かる未経過リース料は以下のとおりであります。

 前事業年度 当事業年度

 
(自　2024年 1月 1日

至　2024年12月31日）

(自　2025年 1月 1日

至　2025年12月31日）

１年以内 737　百万円 737　百万円

１年超 676　百万円 -　百万円

合計 1,413　百万円 737　百万円
 

 
 
（金融商品関係）

1.　　金融商品の状況に関する事項

(1) 　金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達についてはグループ会社からの長期借

入及び銀行借入による方針であります。

 
(2) 　金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収収益は、顧客及び関係会社の信用リスクに晒され

ています。当該リスクに関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別

に未収債権の回収可能性を管理する体制をしいております。

営業債務である未払手数料及び未払費用はその全てが1年以内の支払期日となっております。

営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理しており

ます。
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2.　　金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、金額的重要性が低いものに

ついては含めておりません。

 
前事業年度　（2024年12月31日）

（単位：百万円）

 貸借対照表計上額 時価 差額

長期差入保証金 820 793 △27
 

 
当事業年度　（2025年12月31日）

（単位：百万円）

 貸借対照表計上額 時価 差額

長期差入保証金 824 787 △37
 

 
(注1) 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益、未収入金、未払手数料、未払費用、その他未払金

は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記述を省略しています。

 
(注2) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額

が変動することもあります。

 
(注3) 金銭債権の決算日後の償還予定額

前事業年度　（2024年12月31日）

 

1年以内

 
（百万円）

1年超

5年以内

（百万円）

5年超

10年以内

（百万円）

10年超

 
（百万円）

(1)　現金・預金 18,849 － － －

(2)　未収委託者報酬 2,623 － － －

(3)　未収運用受託報酬 3,431 － － －

(4)　未収収益 1,933 － － －

合計 26,837 － － －
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当事業年度（2025年12月31日）

 
1年以内

 
（百万円）

1年超

5年以内

（百万円）

5年超

10年以内

（百万円）

10年超

 
（百万円）

(1)　現金・預金 17,307 － － －

(2)　未収委託者報酬 3,298 － － －

(3)　未収運用受託報酬 3,776 － － －

(4)　未収収益 5,942 － － －

合計 30,325 － － －
 

 
3.　　金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価等の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分

類しております。

 
レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価

レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベ

ルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

 
時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

前事業年度　（2024年12月31日）

（単位：百万円）

 レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期差入保証金 - 793 - 793
 

 
当事業年度　（2025年12月31日）

（単位：百万円）

 レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期差入保証金 - 787 - 787
 

 
(注) 　時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

長期差入保証金の時価については、期待現在価値法（確実性等価法）により、回収可能性を反映した将来キャッシュ・

フローを、合理的に見積もった残存期間に対応するリスクフリーレートで現在価値に割り引いて算定しているため、レ

ベル２の時価に分類しております。
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（退職給付関係）

前事業年度　(自　2024年1月1日　至　2024年12月31日)

1.　　採用している退職給付制度の概要

当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有

しています。当社は、2009年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロック・

ジャパン株式会社における退職年金制度（②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度）を承継しました。また、

2011年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度は

キャッシュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、2011年1月1日以降、①から③の三つの制

度を有しています。

 
2.　　確定給付制度

(1) 　退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

（単位：百万円）

 前事業年度

 (自 2024年 1月 1日

 至 2024年12月31日)

退職給付債務の期首残高

　勤務費用

　利息費用

2,834

397

35

　数理計算上の差異の発生額 25

　退職給付の支払額 △390

　過去勤務費用の発生額 -

退職給付債務の期末残高 2,901
 

 
(2) 　年金資産の期首残高と期末残高の調整表

（単位：百万円）

 前事業年度

 (自 2024年 1月 1日

 至 2024年12月31日)

年金資産の期首残高

　期待運用収益

　数理計算上の差異の発生額

3,500

147

△36

　事業主からの拠出額 441

　退職給付の支払額 △390

年金資産の期末残高 3,661
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(3) 　退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

（単位：百万円）

 前事業年度

 (2024年12月31日)

積立型制度の退職給付債務

年金資産

2,798

△3,661

 
非積立型制度の退職給付債務

△862

103

未積立退職給付債務 △759

未認識数理計算上の差異 △400

未認識過去勤務費用 21

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △1,138

退職給付引当金

前払年金費用

103

△1,241

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △1,138
 

 
(4) 　退職給付費用及びその内訳項目の金額

（単位：百万円）

 前事業年度

 (自 2024年 1月 1日

 至 2024年12月31日)

勤務費用

利息費用

397

35

期待運用収益 △147

数理計算上の差異の費用処理額 62

過去勤務費用の処理額 △3

確定給付制度に係る退職給付費用合計 344

特別退職金 128

合計 473
 

（注）特別退職金は、特別損失の「特別退職金」に含めて計上しております。
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(5) 　年金資産に関する事項

①年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

 前事業年度

 (2024年12月31日)

合同運用 100%

合計 100%
 

合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券74%、株式25%及びその他1%となっております。

 
②長期期待運用収益率の算定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する

多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

 
(6) 　数理計算上の計算基礎に関する事項

 前事業年度

 (自 2024年 1月 1日

 至 2024年12月31日)

割引率

長期期待運用収益率

1.8%

3.5%
 

 
3.　　確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、86百万円でありました。
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当事業年度　(自　2025年1月1日　至　2025年12月31日)

1.　　採用している退職給付制度の概要

当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有

しています。当社は、2009年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロック・

ジャパン株式会社における退職年金制度（②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度）を承継しました。また、

2011年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度は

キャッシュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、2011年1月1日以降、①から③の三つの制

度を有しています。

 
2.　　確定給付制度

(1) 　退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

（単位：百万円）

 当事業年度

 (自 2025年 1月 1日

 至 2025年12月31日)

退職給付債務の期首残高

　勤務費用

 利息費用

2,901

399

50

　数理計算上の差異の発生額 △87

　退職給付の支払額 △406

 過去勤務費用の発生額 -

退職給付債務の期末残高 2,857
 

 
(2) 　年金資産の期首残高と期末残高の調整表

（単位：百万円）

 当事業年度

 (自 2025年 1月 1日

 至 2025年12月31日)

年金資産の期首残高

　期待運用収益

　数理計算上の差異の発生額

3,661

128

24

　事業主からの拠出額 453

　退職給付の支払額 △406

年金資産の期末残高 3,860
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(3) 　退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

（単位：百万円）

 当事業年度

 (2025年12月31日)

積立型制度の退職給付債務

年金資産

2,750

△3,860

 
非積立型制度の退職給付債務

△1,110

107

未積立退職給付債務 △1,003

未認識数理計算上の差異 △218

未認識過去勤務費用 17

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △1,204

退職給付引当金

前払年金費用

107

△1,311

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △1,204
 

 
(4) 　退職給付費用及びその内訳項目の金額

（単位：百万円）

 当事業年度

 (自 2025年 1月 1日

 至 2025年12月31日)

勤務費用

利息費用

399

50

期待運用収益 △128

数理計算上の差異の費用処理額 70

過去勤務費用の処理額 △3

確定給付制度に係る退職給付費用合計 387

特別退職金 160

合計 548
 

（注）特別退職金は、一般管理費の「諸経費」に含めて計上しております。
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(5) 　年金資産に関する事項

①年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

 当事業年度

 (2025年12月31日)

合同運用 100%

合計 100%
 

合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券73%、株式26%及びその他1%となっております。

 
②長期期待運用収益率の算定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する

多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

 
(6) 　数理計算上の計算基礎に関する事項

 当事業年度

 (自 2025年 1月 1日

 至 2025年12月31日)

割引率

長期期待運用収益率

3.1%

3.8%
 

 
3.　　確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、86百万円でありました。
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（税効果会計関係）

1.     繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（単位：百万円）

 前事業年度 当事業年度

 (2024年12月31日) (2025年12月31日)

繰延税金資産   

未払費用 286 252

賞与引当金 713 807

資産除去債務 295 304

未払事業税 122 145

早期退職慰労引当金 39 19

退職給付引当金 31 33

その他 0 -

繰延税金資産合計 1,489 1,563

繰延税金負債   

前払年金費用 △380 △412

資産除去債務に対応する除去費用

その他

△35

△117

△27

△120

繰延税金負債合計 △533 △560

繰延税金資産の純額 955 1,002
 

（注）　前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれておりま

す。

（単位：百万円）

 前事業年度 当事業年度

 (2024年12月31日) (2025年12月31日)

固定資産－繰延税金資産 955 1,002
 

 
2.　　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 前事業年度 当事業年度

 (2024年12月31日) (2025年12月31日)

法定実効税率 30.6 ％ 30.6 ％

（調整）     

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.3  1.3  

その他 0.1  0  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 32.0 ％ 32.0 ％
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3.　　法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（令和7年法律第13号）が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026

年4月1日以後開始する会計年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。

これに伴い、2027年1月1日に開始する会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税

金負債については、法定実効税率を30.62％から31.52％に変更し計算しております。なお、この税率変更による影

響は軽微であります。

 
 
（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1.　　当該資産除去債務の概要

当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

 
2.　　当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を合理的に見積り、割引率は0.72%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

 
3.　　当該資産除去債務の総額の増減

（単位：百万円）

 前事業年度 当事業年度

 (自 2024年 1月 1日 (自 2025年 1月 1日

 至 2024年12月31日) 至 2025年12月31日)

期首残高 963 964

見積りの変更による増加額 - -

時の経過による調整額 1 1

期末残高 964 966
 

 
 
（収益認識関係）

1.　　顧客との契約から生じる収益を分解した情報

 前事業年度 当事業年度

 (自　2024年 1月 1日 (自　2025年 1月 1日

 至　2024年12月31日） 至　2025年12月31日）

委託者報酬 8,337　百万円 9,652　百万円

運用受託報酬 10,000　百万円 10,475　百万円

成功報酬　（注） 458　百万円 750　百万円

その他営業収益 19,213　百万円 23,370　百万円

　合計 38,009　百万円 44,248　百万円
 

（注）成功報酬は、損益計算書において運用受託報酬に含めて表示しております。
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2.　　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

（重要な会計方針）6. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりです。

 
3.　　顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに会計期間末にお

いて存在する顧客との契約から当会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報重要性が

乏しいため、記載を省略しています。

 
 
（セグメント情報等）

前事業年度　(自　2024年1月1日　至　2024年12月31日)

1.　　セグメント情報

当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2.　　関連情報

(1) 　製品及びサービスごとの情報

（単位：百万円）

 委託者報酬 運用受託報酬 その他 合計

外部顧客営業収益 8,337 10,459 19,213 38,009
 

 
(2)　 地域ごとの情報

①　　売上高

（単位：百万円）

日本 北米 その他 合計

18,430 15,156 4,422 38,009
 

（注）　売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

 
②　　有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省

略しております。

 
(3) 　主要な顧客ごとの情報

営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。

（単位：百万円）

相手先 営業収益 関連するセグメント名

ブラックロック・ファイナンシャル・

マネジメント・インク
6,666 投資運用業

ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 6,520 投資運用業
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3.　　報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

該当事項はありません。

 
4.　　報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 
5.　　報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。

 
当事業年度　(自　2025年1月1日　至　2025年12月31日)

1.　　セグメント情報

当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 
2.　　関連情報

(1) 　製品及びサービスごとの情報

（単位：百万円）

 委託者報酬 運用受託報酬 その他 合計

外部顧客営業収益 9,652 11,226 23,370 44,248
 

 
(2)　 地域ごとの情報

①　　売上高

（単位：百万円）

日本 北米 その他 合計

20,593 19,301 4,354 44,248
 

（注）　売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

 
②　　有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省

略しております。

 
(3) 　主要な顧客ごとの情報

営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。

（単位：百万円）

相手先 営業収益 関連するセグメント名

ブラックロック・ファイナンシャル・

マネジメント・インク
6,765 投資運用業

ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 10,527 投資運用業
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3.　　報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

該当事項はありません。

 
4.　　報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 
5.　　報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。

 
 
（関連当事者情報）

1.　　関連当事者との取引

財務諸表提出会社と関連当事者との取引

(1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等

前事業年度　（自　2024年1月1日　至　2024年12月31日）

種類

会社等の

名称又は

氏名

所在地
資本金又

は出資金

事業の

内容又は

職業

議決権等

の所有

(被所有)

割合(%)

関連

当事者

との

関係

取引の

内容

取引金額

(百万円)
科目

期末残高

(百万円)

親会社

ブラックロッ

ク・ファイナン

シャル・マネジ

メント・インク

米国

ニュー

ヨーク州

1,190

百万

米ドル

投資

顧問業

(被所有)

間接

100

投資顧問

契約の

再委任等

運用

受託報酬
284

未収収益 189
受入

手数料
6,381

委託

調査費
1,222

未払費用 27
事務

委託費
2,430

親会社

ブラックロッ

ク・ジャパン・

ホールディング

ス合同会社

日本

東京都
1万円 持株会社

(被所有)

直接

100

株式の

保有等
通算税効果額 53 その他未払金 53
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当事業年度　（自　2025年1月1日　至　2025年12月31日）

種類

会社等の

名称又は

氏名

所在地
資本金又

は出資金

事業の

内容又は

職業

議決権等

の所有

(被所有)

割合(%)

関連

当事者

との

関係

取引の

内容

取引金額

(百万円)
科目

期末残高

(百万円)

親会社

ブラックロッ

ク・ファイナン

シャル・マネジ

メント・インク

米国

ニュー

ヨーク州

1,190

百万

米ドル

投資

顧問業

(被所有)

間接

100

投資顧問

契約の

再委任等

運用

受託報酬
265

未収収益 247
受入

手数料
6,500

委託

調査費
1,441

未払費用 60
事務

委託費
2,543

親会社

ブラックロッ

ク・ジャパン・

ホールディング

ス合同会社

日本

東京都
1万円 持株会社

(被所有)

直接

100

株式の

保有等
通算税効果額 53 その他未払金 53

 

 
(2) 　財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

前事業年度　（自　2024年1月1日　至　2024年12月31日）

該当事項はありません。

 
当事業年度　（自　2025年1月1日　至　2025年12月31日）

該当事項はありません。
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(3) 　財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

前事業年度　（自　2024年1月1日　至　2024年12月31日）

種類

会社等の

名称又は

氏名

所在地
資本金又

は出資金

事業の

内容又は

職業

議決権等

の所有

(被所有)

割合(%)

関連

当事者

との

関係

取引の

内容

取引金額

(百万円)
科目

期末残高

(百万円)

同一の

親会社を

持つ会社

ブラックロッ

ク・ファンド・

アドバイザーズ

米国

カリフォル

ニア州

1,000

米ドル

投資

顧問業
なし

投資顧問

契約の

再委任等

受入手数料 6,520

未収収益 1,174委託調査費 10

事務委託費 98
 

 
当事業年度　（自　2025年1月1日　至　2025年12月31日）

種類

会社等の

名称又は

氏名

所在地
資本金又

は出資金

事業の

内容又は

職業

議決権等

の所有

(被所有)

割合(%)

関連

当事者

との

関係

取引の

内容

取引金額

(百万円)
科目

期末残高

(百万円)

同一の

親会社を

持つ会社

ブラックロッ

ク・ファンド・

アドバイザーズ

米国

カリフォル

ニア州

1,000

米ドル

投資

顧問業
なし

投資顧問

契約の

再委任等

受入手数料 10,527

未収収益 4,864委託調査費 13

事務委託費 33

同一の

親会社を

持つ会社

ブラックロッ

ク・ファンド・

マネジメント・

カンパニー・エ

スエー

ルクセンブ

ルク大公国

ルクセンブ

ルク市

500

千米ドル

投資

顧問業
なし

投資顧問

契約の

再委任等

受入手数料 1,344 未収収益 480

 

 
（注)　１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

(1) 運用受託報酬については、一般取引条件と同様に決定しております。
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(2) 受入手数料については、一般取引条件と同様に決定しております。

(3) 委託調査費については、一般取引条件と同様に決定しております。

(4) 事務委託費については、一般取引条件と同様に決定しております。

 
2.　　親会社に関する注記

(1) 　親会社情報

ブラックロック・インク（ニューヨーク証券取引所に上場）

ブラックロック・サターン・サブコ・エルエルシー（非上場）

ブラックロック・ファイナンス・インク（非上場）

ブラックロック・ホールドコ・２・インク（非上場）

ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク（非上場）

ブラックロック・インターナショナル・ホールディングス・インク（非上場）

ビーアール・ジャージー・インターナショナル・ホールディングス・L.P. （非上場）

ブラックロック・シンガポール・ホールドコ・ピーティーイー・リミテッド（非上場）

ブラックロック・エイチケー・ホールドコ・リミテッド（非上場）

ブラックロック・ルクス・フィンコ・エスエーアールエル（非上場）

ブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社（非上場）

 
 
(１株当たり情報)

 前事業年度 当事業年度

項目 (自 2024年 1月 1日 (自 2025年 1月 1日

 至 2024年12月31日) 至 2025年12月31日)

１株当たり純資産額 1,490,611 円 39 銭 1,644,860 円 81 銭

１株当たり当期純利益金額 454,844 円 60 銭 594,210 円 44 銭
 

（注)　１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 
２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目

前事業年度 当事業年度

(自 2024年 1月 1日 (自 2025年 1月 1日

至 2024年12月31日) 至 2025年12月31日)

当期純利益　　　　　　　　 （百万円） 6,822 8,913

普通株主に帰属しない金額  （百万円） － －

普通株式に係る当期純利益 　（百万円） 6,822 8,913

普通株式の期中平均株式数      （株） 15,000 15,000
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第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

＜訂正前＞

(1) 受託会社

名　　　称
資本金の額

（2024年３月末現在）
事業の内容

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 324,279百万円 銀行法に基づき銀行業を営むとと

もに、金融機関の信託業務の兼営

等に関する法律に基づき信託業務

を営んでいます。

＜再信託受託会社の概要＞
日本マスタートラスト信託銀行株式会社

10,000百万円

＜再信託の目的＞

原信託契約に係る信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託受託会社（日本マスタート

ラスト信託銀行株式会社）へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的とし

ます。
 

 
(2) 指定参加者

名　　　称
資本金の額（百万円）
（2024年３月末現在）

事業の内容

バークレイズ証券株式会社 38,945 「金融商品取引法」に定める第

一種金融商品取引業を営んでい

ます。ＢＮＰパリバ証券株式会社 102,025
 

 
(3) 投資顧問会社

・名称 ：ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.

・資本金の額
：1,500,000米ドル（円貨換算

*　
約237百万円、2024年12月末現在）

＊米ドルの円貨換算は、2024年12月末現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ド

ル＝158.18円）によります。

・事業の内容 ：投資運用業を営んでいます。
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＜訂正後＞

(1) 受託会社

名　　　称
資本金の額

（2025年３月末現在）
事業の内容

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 324,279百万円 銀行法に基づき銀行業を営むとと

もに、金融機関の信託業務の兼営

等に関する法律に基づき信託業務

を営んでいます。

＜再信託受託会社の概要＞
日本マスタートラスト信託銀行株式会社

10,000百万円

＜再信託の目的＞

原信託契約に係る信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託受託会社（日本マスタート

ラスト信託銀行株式会社）へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的とし

ます。
 

 
(2) 指定参加者

名　　　称
資本金の額（百万円）
（2025年３月末現在）

事業の内容

エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式
会社

4,930

「金融商品取引法」に定める第

一種金融商品取引業を営んでい

ます。

株式会社ＳＢＩ証券 54,323

ゴールドマン・サックス証券株式会社 83,616

シティグループ証券株式会社 96,307

大和証券株式会社 100,000

野村證券株式会社 10,000

バークレイズ証券株式会社 38,945

ＢＮＰパリバ証券株式会社 102,025

みずほ証券株式会社 125,167

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 40,500
 

 
(3) 投資顧問会社

・名称 ：ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.

・資本金の額
：1,500,000米ドル（円貨換算

*　
約235百万円、2025年12月末現在）

＊米ドルの円貨換算は、2025年12月末現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ド

ル＝156.56円）によります。

・事業の内容 ：投資運用業を営んでいます。
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独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
 

 
2026年4月17日

 

 

ブラックロック・ジャパン株式会社

取　締　役　会　御　中
 

 
PwC Japan有限責任監査法人  

東京事務所  
 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士　鶴田　光夫
 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士　奈良 将太朗
 

 
監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ

られているiシェアーズ　NASDAQ トップ 30 ETFの2025年7月28日から2026年2月9日までの計算期間の財務諸表、すなわ

ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、iシェ

アーズ　NASDAQ トップ 30 ETFの2026年2月9日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況

を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 
監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定に従って、ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし

てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した

と判断している。

 
その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財

務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載

内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と

財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような

重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 
財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを

評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要

がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が

ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決

定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切

な監査証拠を入手する。

・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結

論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に

注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外

事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい

るが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど

うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計

事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備

を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 
利害関係

ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に

より記載すべき利害関係はない。

以　 上

 

（注）1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
 

次へ
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独立監査人の監査報告書
 

 

　

2026年3月2日
 

ブラックロック・ジャパン株式会社

取　 締 　役 　会　　　　御 　中
 

 

有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ  
東　　京　　事　　務　　所  

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 　 若　　林　　亜　　希
 

 
監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲

げられているブラックロック・ジャパン株式会社の2025年1月1日から2025年12月31日までの第39期事業年度の財務諸

表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を

行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブラッ

クロック・ジャパン株式会社の2025年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全て

の重要な点において適正に表示しているものと認める。

 
監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 
その他の記載内容

その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の

情報である。

当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施して

いない。

 
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを

評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要

がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が

ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決

定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手

続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ

適切な監査証拠を入手する。

・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性

及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか

結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事

項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し

て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基

づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか

どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や

会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備

を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

 

(注) １．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
 

EDINET提出書類

ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

60/60


	表紙
	本文
	１有価証券届出書の訂正届出書の提出理由
	２訂正の内容
	第一部証券情報
	（９）払込期日

	第二部ファンド情報
	第１ファンドの状況


	１ファンドの性格
	(1)ファンドの目的及び基本的性格
	(2)ファンドの沿革
	(3)ファンドの仕組み

	２投資方針
	(3)運用体制
	(5)投資制限

	３投資リスク
	４手数料等及び税金
	(5)課税上の取扱い

	５運用状況
	（１）投資状況
	（２）投資資産
	①投資有価証券の主要銘柄
	②投資不動産物件
	③その他投資資産の主要なもの

	（３）運用実績
	①純資産の推移
	②分配の推移
	③収益率の推移

	（４）設定及び解約の実績
	第２管理及び運営


	３資産管理等の概要
	(1)資産の評価
	第３ファンドの経理状況


	１財務諸表
	iシェアーズNASDAQトップ30ETF
	（１）貸借対照表
	（２）損益及び剰余金計算書
	（３）注記表
	（４）附属明細表


	２ファンドの現況
	純資産額計算書
	第三部委託会社等の情報
	第１委託会社等の概況



	２事業の内容及び営業の概況
	３委託会社等の経理状況
	(1)貸借対照表
	(2)損益計算書
	(3)株主資本等変動計算書
	第２その他の関係法人の概況


	１名称、資本金の額及び事業の内容
	監査報告書

